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関
税
暫
定
措
置
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
案
）
参
照
条
文

◎

（
抄
）

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
六
十
九
号
）

（
輸
入
数
量
の
算
出
方
法
）

第
十
四
条

法
第
七
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
す
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
輸
入
数
量
は
、
法
の
別
表
第
一
の
六
に
掲
げ
る
物
品
の
輸
入
申
告
（

関
税
法
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
（
保
税
蔵
置
場
に
外
国
貨
物
を
置
く
こ
と
の
承
認
）
（
同
法
第
六
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第

六
十
二
条
の
十
（
総
合
保
税
地
域
に
外
国
貨
物
を
置
く
こ
と
等
の
承
認
）
の
承
認
の
申
請
が
さ
れ
た
物
品
に
あ
つ
て
は
当
該
承
認
の
申
請
と
し
、
郵
便
物
に

あ
つ
て
は
同
法
第
七
十
六
条
第
三
項
（
郵
便
物
を
受
け
取
つ
た
旨
の
通
知
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
と
す
る
。
）
に
係
る
数
量
と
し
て
、
同
法
第
百
二
条
第
一

項
第
一
号
（
統
計
の
作
成
）
の
統
計
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
、
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
に
お
い
て
「
貿
易
統
計
」
と
い
う
。
）
に
計
上
さ
れ
る
数
量
（
同

表
第
一
三
項
、
第
一
四
項
、
第
一
四
の
二
項
及
び
第
二
一
項
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
つ
て
は
、
当
該
物
品
に
係
る
数
量
を
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

換
算
し
て
得
た
数
量
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
当
該
数
量
が
貿
易
統
計
に
計
上
さ
れ
る
方
法
に
準
じ
て
月
ご
と
に
集
計
し
、
こ
れ
を
順
次
加

算
す
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
量
と
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
八
年
度
か
ら
平
成
十
八
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
輸
入
数
量
を
算
出
す
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
各
年
度
の
前
年
度
に
お
い
て
同
表
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
法
第
七
条
の
三
第
二
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
し
な
か

つ
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
適
用
を
し
な
か
つ
た
も
の
の
数
量
を
当
該
各
年
度
に
お
け
る
輸
入
数
量
に
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
七
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
す
る
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
輸
入
数
量
は
、
法
の
別
表
第
一
の
六
に
掲
げ
る
物
品
の
貿
易
統
計
に
計
上
さ

れ
た
同
項
に
規
定
す
る
各
年
ご
と
の
数
量
（
同
表
第
一
三
項
、
第
一
四
項
、
第
一
四
の
二
項
及
び
第
二
一
項
に
掲
げ
る
物
品
に
あ
つ
て
は
、
当
該
数
量
を
財

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
数
量
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
物
品
が
あ
る
場
合
に
お

け
る
当
該
物
品
に
係
る
輸
入
数
量
に
つ
い
て
は
、
当
該
物
品
に
係
る
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
各
年
ご
と
の
輸
入
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
四

百
十
四
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
輸
入
割
当
て
（
第
十
六
条
に
お
い
て
単
に
「
輸
入
割
当
て
」
と
い
う
。
）
の
実
績
そ
の
他
の
輸
入
に
関
す
る
数

量
に
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
調
整
を
加
え
て
得
た
数
量
と
す
る
。

（
国
内
消
費
量
の
統
計
）

第
十
五
条

法
第
七
条
の
三
第
六
項
（
法
第
七
条
の
六
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
統
計
は
、
統
計
法
（
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
指
定
統
計
、
貿
易
統
計
又
は
財
務
省
令
で
定
め
る
統
計
と
す
る
。

（
豚
肉
等
の
輸
入
数
量
等
の
算
出
方
法
）

第
十
九
条

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
七
条
の
六
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
生
き
て
い
る
豚
又
は
豚
肉
等
の
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
当



- 2 -

該
年
度
中
に
お
け
る
輸
入
数
量
を
、
法
第
七
条
の
六
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
第
一
項
中
「
同
表
第
一
三
項
、
第
一
四
項
、
第
一
四
の
二
項
及
び
第
二
一
項
に
掲
げ
る
物
品
」
と
あ
る
の
は
「
法
第

七
条
の
六
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
生
き
て
い
る
豚
」
と
、
「
当
該
物
品
に
係
る
数
量
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
生
き
て
い
る
豚
に
係
る
数
量
」
と
、

「
輸
入
数
量
を
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
輸
入
数
量
を
」
と
、
「
同
表
に
掲
げ
る
物
品
の
う
ち
法
第
七
条
の
三
第
二
項
第
六
号

の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
し
な
か
つ
た
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七
条
の
六
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
二
項
又
は
第
三

項
の
規
定
の
適
用
を
し
な
か
つ
た
も
の
」
と
、
「
輸
入
数
量
に
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
七
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
輸
入
数
量
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

２

法
第
七
条
の
六
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
す
る
法
第
七
条
の
六
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
生
き
て

い
る
豚
又
は
豚
肉
等
の
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
当
該
年
度
の
前
年
度
ま
で
の
過
去
三
年
度
又
は
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
ま
で
の
過
去
三

年
に
お
け
る
輸
入
数
量
は
、
貿
易
統
計
に
計
上
さ
れ
た
月
ご
と
の
数
量
（
当
該
生
き
て
い
る
豚
に
あ
つ
て
は
、
当
該
豚
に
係
る
数
量
を
財
務
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
数
量
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
順
次
加
算
す
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
数
量
又
は
貿
易
統
計
に
計
上
さ
れ
た
年

ご
と
の
数
量
と
す
る
。

３

（
省

略
）

（
原
産
地
の
意
義
）

第
二
十
六
条

法
第
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
原
産
地
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
品
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
国
又
は
地

域
（
以
下
「
原
産
地
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。

一

一
の
国
又
は
地
域
（
法
第
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
国
又
は
地
域
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
完
全
に
生

産
さ
れ
た
物
品
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
物
品

二

一
の
国
又
は
地
域
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
物
品
以
外
の
物
品
を
そ
の
原
料
又
は
材
料
の
全
部
又
は
一
部
と
し
て
こ
れ
に
実
質
的
な
変
更
を
加
え
る

も
の
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
加
工
又
は
製
造
に
よ
り
生
産
さ
れ
た
物
品

２

一
の
国
又
は
地
域
に
お
い
て
、
本
邦
か
ら
輸
出
さ
れ
た
物
品
を
そ
の
原
料
又
は
材
料
の
全
部
又
は
一
部
と
し
て
別
表
第
二
に
掲
げ
る
物
品
以
外
の
物
品
が

生
産
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

そ
の
生
産
さ
れ
た
物
品
が
当
該
本
邦
か
ら
輸
出
さ
れ
た
物
品
又
は
こ
れ
と
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
物
品
の
み
を
原
料
又
は
材
料
と
し
て
生
産
さ
れ
た
場

合
に
は
、
当
該
生
産
さ
れ
た
物
品
は
、
当
該
国
又
は
地
域
に
お
い
て
完
全
に
生
産
さ
れ
た
物
品
と
み
な
す
。

二

前
号
に
規
定
す
る
場
合
以
外
の
場
合
に
お
け
る
前
項
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
本
邦
か
ら
輸
出
さ
れ
た
物
品
は
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る

物
品
と
み
な
す
。

３

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
タ
イ
及
び
ベ
ト
ナ
ム
の
五
箇
国
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
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の
一
の
国
か
ら
本
邦
へ
輸
出
さ
れ
る
物
品
で
当
該
物
品
の
生
産
（
当
該
物
品
の
生
産
の
た
め
に
原
料
又
は
材
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
物
品
の
生
産
を
含
む
。

）
が
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
う
ち
二
以
上
の
国
（
当
該
物
品
を
本
邦
へ
輸
出
す
る
国
を
含
む
場
合
に
限
る
。
）
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
も
の
（
前
二
項
の
規
定
に

よ
り
そ
の
原
産
地
が
定
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
を
一
の
国
と
み
な
し
て
、
前
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
そ
の
原
産
地
が
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
と
さ
れ
る
物
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
物
品
を
本
邦
へ
輸
出
す
る
国
を
当
該
物
品
の
原
産
地
と
す
る
。

（
原
産
地
の
証
明
）

第
二
十
七
条

法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
恵
受
益
国
等
（
以
下
「
特
恵
受
益
国
等
」
と
い
う
。
）
を
原
産
地
と
す
る
物
品
（
以
下
「
特
恵
受
益
国

原
産
品
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
同
項
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
物
品
が
特
恵
受
益
国
原
産
品
で
あ
る
こ
と
を

証
明
し
た
書
類
（
以
下
「
原
産
地
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
物
品
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

一

税
関
長
が
物
品
の
種
類
又
は
形
状
に
よ
り
そ
の
原
産
地
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
た
物
品

二

課
税
価
格
の
総
額
が
二
十
万
円
以
下
の
物
品
（
前
号
に
掲
げ
る
物
品
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

三

特
例
申
告
に
係
る
指
定
貨
物
で
あ
る
物
品
（
前
二
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

２
〜
５

（
省

略
）

（
特
定
の
国
か
ら
輸
出
さ
れ
た
物
品
を
原
料
又
は
材
料
と
す
る
特
恵
受
益
国
原
産
品
に
つ
い
て
の
証
明
）

第
三
十
条

第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
特
恵
受
益
国
原
産
品
と
さ
れ
る
物
品
に
つ
い
て
法
第
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
物
品
に
係
る
原
産
地
証
明
書
の
提
出
に
際
し
、
当
該
原
産
地
証
明
書
に
、
当
該
物
品
の
原
料
又
は
材
料
と

し
て
使
用
さ
れ
た
本
邦
か
ら
の
輸
出
物
品
の
品
名
及
び
数
量
に
つ
い
て
当
該
原
産
地
証
明
書
を
発
給
し
た
者
が
証
明
し
た
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

（
省

略
）

３

前
二
項
の
規
定
は
、
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
特
恵
受
益
国
原
産
品
と
さ
れ
る
物
品
に
つ
い
て
法
第
八
条
の
二
第
一
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
の
規
定
中
「
当
該
物
品
の
原
料
又
は
材
料
と
し
て
使
用
さ
れ

た
本
邦
か
ら
の
輸
出
物
品
の
品
名
及
び
数
量
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
物
品
に
係
る
第
二
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
う
ち
の
そ
れ
ぞ
れ

の
国
に
お
い
て
当
該
物
品
の
生
産
の
た
め
に
原
料
又
は
材
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
物
品
の
品
名
、
数
量
、
価
額
及
び
そ
の
生
産
国
並
び
に
当
該
生
産
さ
れ
た

物
品
の
品
名
、
数
量
及
び
価
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

（
省

略
）
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（
児
童
福
祉
施
設
等
の
指
定
）

第
四
十
七
条

（
省

略
）

２

法
の
別
表
第
一
第
○
四
○
二
・
一
○
号
の
二
の
㈠
及
び
法
の
別
表
第
一
の
三
第
○
四
○
二
・
一
○
号
の
二
の
㈠
に
規
定
す
る
配
合
飼
料
の
う
ち
政
令
で
定

め
る
も
の
は
、
飼
料
以
外
の
用
途
に
適
さ
な
い
も
の
で
、
財
務
省
令
で
定
め
る
規
格
を
備
え
る
も
の
と
す
る
。

３

（
省

略
）

◎

（
抄
）

ポ
リ
エ
ス
テ
ル
短
繊
維
に
対
し
て
課
す
る
不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
二
百
六
十
二
号
）

（
課
税
物
件
）

第
一
条

（
省

略
）

２

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
六
十
九
号
）
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
に
規
定
す
る
原
産
地
に
つ
い
て
準
用
す
る

。◎

（
抄
）

玉
軸
受
等
に
対
し
て
課
す
る
報
復
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
九
号
）

（
原
産
地
の
意
義
）

第
三
条

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
は
、
第
一
条
及
び
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
原
産
地
に
つ
い
て
準
用
す
る
。


